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被災県への東日本大震災復興支援金の贈呈について 

【日時の一部変更について】 

 

 昨日お知らせいたしました、被災県への東日本大震災復興支援金の贈呈につきまし

ては、昨日（４月７日）２３時３２分に発生した地震による新たな停電への対応を最

優先することとし、停電が続いている３県への贈呈日時を変更することといたしまし

た。変更後の日時につきましては、別途お知らせいたします。 

 なお、新たに発生した停電の復旧作業を終了した福島県につきましては、予定どお

り本日、復興支援金を贈呈いたします。 

  

＜青森県、岩手県、宮城県、福島県への贈呈日時等について＞ 

《青森県》 

（１）贈呈日時  平成２３年４月８日（金） → 延期（未定） 

 

《岩手県》 

（１）贈呈日時  平成２３年４月８日（金） → 延期（未定） 

 

《宮城県》 

（１）贈呈日時  平成２３年４月８日（金） → 延期（未定） 

 

《福島県》 

（１）贈呈日時  平成２３年４月８日（金）１４時～ 

（２）場  所  福島県災害対策本部内 

（３）相  手  松本 友作 福島県副知事 

（４）当  社  佐久間 洋 上席執行役員福島支店長 

 

以 上 


